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《募集期間》 

＜自治会活動応援型＞ 

令和８年４月１日(水)～令和９年３月 31 日（水） 

  

令和８年度 胎内市 

合併振興基金活用事業補助金 

（自治会活動応援型）募集要項 

問合せ先 

  胎内市総合政策課 行革協働係 

  〒959-2693 胎内市新和町 2-10 

  電話：０２５４－４３－６１１１（内線１３５７） 

  F A X：０２５４－４３－２８６８ 

  E-mail：gyoukaku@city.tainai.lg.jp 
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胎内市合併振興基金活用事業補助金 
（自治会活動応援型） 

募集要項 
 

１ 目的 

 

地域コミュニティの維持・活性化を図るため、自治会等が当該地域の維持・活

性化を図るために主体的に実施する事業に対し補助金を交付し、地域の実情に応

じた主体的な地域活性化の取組を後押しすることを目的とします。 

 

２ 補助対象団体 

 

市内の各行政区を活動区域とする自治会等 
 

３ 補助対象事業 

 

各自治会が当該地域の維持・活性化を図るために主体的に実施し、交付決定日

から令和９年３月末日までに実施及びその実績報告を行うことが可能な以下の事

業とします。 

対象事業を複合的に実施することも可能です。 

 

 

 
 

ただし、以下の場合は補助の対象にはなりません。 

○宗教や政治活動に関するもの 
○行政区の住民に現金又は商品券等を分配（給付）するもの 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1) 地域内外の交流を促進する事業 

(2) 地域の支え合い、助け合い活動の促進に関する事業 

(3) 自治会等の運営上の課題解決に資する事業 

(4) 将来において地域の維持・活性化を図るための事業を実施するため

に基金を設置し、積立てを行う事業  

(5) その他当該地域の維持・活性化を図るために必要と認められる事業 
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４ 具体的な経費の例 

 

具体的な経費の例 

・ 多世代交流のために、地域内で花見会、納涼祭等を開催するための経費 

（飲食費用は事業費の総額の３分の１を上限） 

・ 地域内の子育て世代の交流のために、子供会の行事や旅行に要する費用に対

し補助するための経費 

・ 地域内の子どもの遊び場を確保するため、地域内の公園等に遊具を設置した

り、室内の遊び場を設置するための経費 

・ 地域に文化芸術活動等（ものづくりワークショップ、読み聞かせ・紙芝居、

伝統芸能、料理、ヨガ・体操等）の講師を招き、交流を促進するための経費 

・ 地域外の方々との交流のために、農作業体験、そば打ち体験などのイベント

を開催するための経費 

・ 地域の行事に学生等を招き、交流事業を実施するための経費 

・ 地域内の環境整備のために、草刈り作業等の有償ボランティアを募集するた

めの経費 

・ 地域内の高齢者等のために、支え合いによる買い物支援（買い物代行等）を

実施するための経費 

・ 冬季の除雪作業を支え合いにより実施するための経費 

・ 地域内で、支え合いによりこども食堂や居場所を運営するための経費 

・ 子どもや高齢者等の見守り活動を実施するための経費 

・ 地域の防災力の強化のために、共助（地域コミュニティで共に支え合うこと

をいう。）の活動を推進するための経費（防災備蓄、防災意識の啓発など） 

・ 生活保護世帯又は 80 歳以上の高齢者世帯等の自治会費を減免するための経

費 

・ 地域内で実施が困難になってきている、所有地の草刈りや側溝清掃を外部委

託するための経費 

・ 集会所のバリアフリー化（スロープの設置、手すりの設置等）、エアコンの導

入、トイレ改修等、集会所の利便性の向上を図る事業を実施するための経費 

・ 集会所の建設のための基金積立金 

・ 集会所の耐震改修のための基金積立金 

・ 計画的なゴミステーションの設置・更新のための基金積立金 

・ 集会所の利便性の向上のために、エアコンを購入するための基金積立金 

・ 地域活性化イベント等を実施するための基金積立金 

 

対象外経費 

・宗教活動や政治活動に関するもの 

・自治会等の構成員に現金又は商品券等の金券類を給付するもの 
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５ 補助金の額 

 

補助上限額 

補助金の額は、次の①又は②のいずれか低い金額となります。 

①補助対象経費から他の補助金その他補助対象事業の実施により得られる収入 

を控除した額 

②下表の均等割と世帯割の合計金額 

※申請年度の前年度の３月１日現在における当該自治会等の世帯数（以下「世

帯数」という。）を基準とし算出します。 

※ただし、世帯数が 30 世帯以上のときは、調整基準額である 13 万円と上記の

均等割と世帯割を合算した額を比較し、いずれか高い額となります。 

 

均等割 

ア ５万円（50 世帯以上の場合） 

イ ８万円（30 世帯以上 50 世帯未満の場合） 

ウ 10 万円（30 世帯未満の場合） 

世帯割 世帯数に 1,000 円を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１：自治会等の世帯数：45 世帯 他の補助金等：なし 

補助金対象経費 200,000 円（飲食費なし） 

  ①200,000 円－0 円＝200,000 円 

  ②｛80,000 円（均等割）｝＋｛45 世帯×1,000 円（世帯割）｝＝125,000 円 

   調整基準額：130,000 円 

   →補助額 130,000 円 

 

例２：自治会等の世帯数：150 世帯 他の補助金等：あり(300,000 円) 

補助対象経費 450,000 円（飲食費なし） 

  ①450,000 円－300,000 円＝150,000 円 

  ②｛50,000 円(均等割）｝＋｛150 世帯×1,000 円(世帯割）｝＝200,000 円 

   調整基準額：130,000 円 

→補助額 150,000 円 

※この場合①が補助金の額となりますが、複合的に事業を実施し、 

②の上限額まで申請することも可能です。 
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６ 基金積立事業実施に当たっての注意点 

 

（１）事業目的 

 基金は、地域コミュニティの維持・活性化を図るための事業（以下「基金活用

事業」という。）の財源に充てることが基本となります。 

 

（２）基金に属する現金の保管 

 基金に属する現金は自治会の他の会計と明確に区分し、金融機関への預金によ

り保管してください。 

 

（３）基金の運用から生ずる収益 

 基金の運用から生ずる収益は、基金に編入してください。 

 

（４）基金活用事業実施後の流れ 

 基金活用事業を実施した場合は、当該基金活用事業を実施した年度の３月 31 日

までに、胎内市合併振興金活用事業補助金（自治会活動応援型）基金活用事業実

績報告書等を提出してください。提出書類の詳細は、本要項７ページ「９ 事業

の実施」をご確認ください。 

 

（５）基金の運用状況についての報告 

 基金を廃止するまでの間、毎年度、基金の運用状況について通帳の写しを提出

してください。※本補助制度終了後も、事業完了まで、通帳の写しの提出が必要

です。 

また、基金活用事業を実施し、残高が 0 円になった場合でも、利子が発生する

場合は、活用事業実施後も通帳の写しの提出が必要です。 

 

（６）基金運用に当たっての疑義 

  基金の運用に当たり、疑義が生じた場合は、総合政策課行革協働係までご相談

ください。 

 

（７）補助金の返還について 

 （１）～（６）について、正当な理由なく違反した場合は、本補助金の返還を

命じます。 

  

（８）基金積立事業に係る確認・誓約書 

 基金積立事業を実施する場合は交付申請書を提出する際に、「基金積立事業に

係る確認・誓約書」の提出が必要になります。 
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７ 申請方法 

 

（１）受付期間 

 令和８年４月１日（水）～令和９年３月 31 日（水） 

 

（２）提出書類 

次の書類を、総合政策課 行革協働係（市役所３階）へご提出ください。 

様式は、市役所総合政策課窓口で配布しているほか市のホームページからダ

ウンロードにより入手いただけます。提出方法は、郵送、Ｅメール又は持参の

いずれかの方法により提出願います。 

①交付申請書（様式第１号） 

②事業計画書（様式第２号） 

③基金積立事業に係る確認・誓約書（様式第３号）（基金積立事業を実施する

場合） 

④交付決定通知書の写しまたは補助金の交付内容が分かる書類（胎内市以外

から他の補助金等の交付を受ける場合） 

⑤補助金の振込口座の通帳（写し）※概算払を希望する場合 

（振込先口座名義（カタカナの名義を含む）、振込先金融機関名、支店名、

預金の種別、口座番号等が確認できる預金通帳（表紙と見開きページ）） 

※振込口座の名義人が団体の代表者以外の方の場合は、委任状の提出が必

要です（委任する者の押印が必要となります）。 

 

８ 申請書の書き方 

（１）申請書 

①交付申請書（様式第１号） 

・自治会等の名称・代表者氏名は、本申請から事業実施後の請求に至るま

で、統一してください。 

・「補助対象経費」は、対象事業を複合的に実施する場合は、全ての事業の

総事業費とし、事業収支予算書（様式第２号）の支出合計額と同一にな

ります。補助対象経費に該当するかどうかについては、本要項４ページ

「４ 具体的な経費の例」をご覧ください。 

・「交付申請額(補助金の額)」は、本要項５ページ「５ 補助金の額」をご

参照ください。 

 

②事業実施計画書（様式第２号） 

・世帯数は、申請年度の前年度の３月１日現在における当該自治会等の世

帯数を記入してください。（総務課へ報告された区長報償金の算定基礎

となる世帯数と同じになります。） 

・事業の内容・目的について、詳しく記入してください。 

・本年度に実施される全ての事業を記入してください。書ききれない場合

は別紙に記すこともできます。 

・「内訳」欄には、金額の単価・数量等の積算基礎を記します。書ききれな
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い場合は、別紙に記すこともできます。 

・他の補助金が交付される場合は、事業計画書の収入に記載してください。 

 ・飲食費用は、事業費の総額に３分の１を乗じて得た(1,000 円未満切り捨   

て)額が上限となります。 

・収入と支出の合計は、同額になります。 

  ③基金積立事業に係る確認・誓約書（様式第３号） 

・基金積立事業を実施する場合は本様式の内容を確認・誓約いただきます。 

 

(２)添付書類 

 ①土地・建物の利用許可書等 

・借用した土地・建物を利用して事業を行う場合は、土地・建物所有者の

許可書等を添付してください。 

  ②その他 

   ・提出後に、市から必要に応じて追加資料を求める場合があります。 

 

※見積書については、次のように取り扱います。 

 ・本補助金の申請には、添付不要です。 

・ただし、実績報告の際に、領収書や額の根拠が確認できる書類が必要と  

なりますので、その書類を全て保管しておいてください。 

 

 

９ 事業の実施 

 補助金交付決定後に、事業の実施が可能となりますが、その後の手続について

は次のとおりです。 

  

（１）事業内容に変更が生じた場合 

  補助事業の実施に当たり、以下のいずれかに該当する場合は、事前に変更交

付申請書を提出し、市長の承認を受けなければなりません。 

・申請時の事業目的に変更が生じるとき 

・交付申請額が増額となるとき 

 

（２）事業が完了した場合 

事業が完了したときは速やかに次の書類を提出してください。 

  ア 実績報告書 

  ①胎内市合併振興基金活用事業補助金（自治会活動応援型）実績報告書（様

式第４号） 

   ②事業実績（様式第５号） 

    

  イ 添付書類 

①領収書等の写し 

 ※領収書だけで、何を購入したのか不明瞭な場合は、内訳書や明細書を 

添付してください。 

②実施したことを証明する写真 
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   ③基金に係る預金通帳の写し（基金積立事業を実施した場合） 

 

（３）基金積立を行った場合において、その基金を活用して事業を実施した場合 

積み立てた基金を活用して事業を実施したときは、その年度の３月 31 日ま

でに次の書類を提出してください。 

ア 実績報告書 

  ①胎内市合併振興基金活用事業補助金（自治会活動応援型）基金活用事業

実績報告書（様式第６号） 

   ②基金活用事業実績（様式第７号） 

 

  イ 添付書類 

①領収書等の写し 

 ※領収書だけで、何を購入したのか不明瞭な場合は、内訳書や明細書を 

添付してください。 

②実施したことを証明する写真 

③基金に係る預金通帳の写し 

 

 

10 実績報告書・基金活用事業実績報告の書き方 

 実績報告に係る様式及び書き方については次のとおりです。 

（１）実績報告書  

ア 実績報告書（様式第４号）※基金積立事業の場合も提出が必要です。 

・自治会等の名称・代表者氏名は、申請時と同一にしてください。（区長交

代等で変更がある場合を除く。） 

・「補助対象経費」は、事業実績（様式第５号）の支出の合計をご記入くだ

さい。 

・「完了年月日」は、支払などの事務手続を含めた事業完了の日付を記入し

てください。イベントの実施日・工事の完了日・物品の納品日ではあり

ません。基金積立事業は、積み立てた日を完了日としてください。 

・「交付決定額」は、当初の交付決定通知書上の額（変更交付決定があった

場合は変更後の交付決定額）を指します。 

・｢補助金交付（見込み）｣は、実績を踏まえて再計算した補助金の額とし

てください。ただし、交付決定額を上回ることはできませんので、再計

算の結果、交付決定額を上回る場合は、交付決定額を補助金見込み額と

してください。 

イ 事業実績（様式第５号） 

・事業の目的・実施内容と効果は、詳しく記入してください。なお、この

事業実績で記述しきれない事項については、事業を説明する補足資料の

添付等により説明してください。 

・イベント等を実施された場合は、イベントの名称・日時・会場・参加人

数を記入してください。 

・「内訳」には、金額の単価・数量等を記入してください。書ききれない場

合は別紙に記すこともできます。 
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・「項目」「金額」については、補助対象経費のみを記入してください。 

・支出の合計と、収入の合計は同額となります。 

 

（２）基金活用事業実績報告書 ※基金積立を行った場合において、その基金を 

活用して事業を実施した場合は、提出が必要です。 

ア 基金活用事業実績報告書（様式第６号） 

・自治会等の名称・代表者氏名は、申請時と同一にしてください。（区長交

代等で変更がある場合を除く。） 

・「完了年月日」は、支払などの事務手続を含めた事業完了の日付を記入し

てください。イベントの実施日・工事の完了日・物品の納品日ではあり

ません。 

イ 基金活用事業実績（様式第７号） 

・実施内容と効果は、詳しく記入してください。なお、この基金活用事業

実績で記述しきれない事項については、事業を説明する補足資料の添付

をお願いします。 

・イベント等を実施された場合は、イベントの名称・日時・会場・参加人

数を記入してください。 

・「内訳」には、金額の単価・数量等を記入してください。書ききれない場

合は別紙に記すこともできます。 

・「項目」「金額」については、補助対象経費のみを記入してください。 

・支出の合計と、収入の合計は同額となります。 

 

（３）添付書類 

ア 領収書等の写し 

・額の多少にかかわらず、領収書等の写しの添付は必ず必要です。 

・請求(支払)金額の内訳が分かる請求書等の写しを添付してください。 

インターネット等による通信販売の場合、発注書、請求書の代用として

内容、数量、金額が記載されている発注完了画面や発注完了メールを印

字したものを提出してください。 

・宛名は、正式な団体名称でもらってください。 

・受領印が押してあるか、日付が記載されているか確認してください。 

・インターネット等による通信販売を利用した場合は、個人名ではなく、

必ず補助事業者名で注文してください。 

・代金引換サービスの領収書だけでは、運送業者の手数料が含まれた金額

が記載されているため、補助金の審査ができません。領収書、納品書を

発行してもらうように、事前に購入先にご確認ください。 

・バーコード決済等で、領収書が発行できない場合は、決裁完了画面の写 

し及び補助団体の決算書または、代表者の押印のある支払いを証する 

書類など補助事業の支出であることの証明書類を添付してください。 

 

イ 実施したことを証明する写真 

   ・事業実施の様子や、事業実施による成果が分かる写真を添付してくださ

い。 

 ウ 基金に係る預金通帳の写し 
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・申請時の、事業収支計画と同額の金額を入金した通帳の写しを提出して

ください。 

   ・基金積立を行った場合において、その基金を活用して事業を実施した場

合は、通帳を廃止したことが分かるページを添付してください。 

 

11 補助金請求手続 

（１）通常の補助金請求（精算払による補助金請求） 

  提出書類 

○補助金等交付請求書 

・実績報告書を提出した後に送付される、「胎内市合併振興基金活用事業補

助金の額の確定通知書」の日付、文書番号（通知の右上、日付の上に記

載）を転記してください。 

・「交付済額」とは、後述します概算払の制度により既に受領済みの補助金

額を指します。 

・請求金額の上限は、「確定額（交付決定額）」－「交付済額」となります。 

 例：交付決定額 20 万円、以前に概算払で５万円受領（交付済額）の場合、

請求金額は 20 万円－５万＝15 万円。 

・振込口座の名義人が申請団体の代表者以外の方の場合は、委任状の提出

が必要です（委任する者の押印が必要となります）。 

・振込口座の名義人として、名義人の申請団体における肩書き（例：○○

町内会 会計 ○○△△）を付している場合は、肩書きまで漏れなく記

載してください。 

・書類を提出する際に、通帳の写し（振込先口座名義（カタカナの名義を

含む）、振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号等が確認でき

る預金通帳（表紙と見開きページ））を添付してください。 

（２）概算払による補助金請求 

提出書類 

○補助金等概算払請求書 

・補助金の交付が決定した時に送付される、「胎内市合併振興基金活用事業

補助金交付決定通知書」の日付、文書番号（通知の右上、日付の上方に

記載）を転記してください。 

・書類を提出する際に、通帳の写し（振込先口座名義（カタカナの名義を

含む）、振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号等が確認でき

る預金通帳（表紙と見開きページ））を添付してください。 
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12 手続の流れとスケジュール 

補助金の申請から補助金振込みまでの流れは、下図のとおりです。 

 ※概算払や変更交付手続の記載を除いています。 

  色付で記載されている部分が、申請団体が行う手続になります。 

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定 

実績報告書の提出 

額の確定 

補助金の入金 

請求書の提出 

事業着手 

審査 

申請書の提出 ①申請団体から市へ補助金申請書を提出します。 

②提案された事業について、市で審査を行いま

す。 

⑧市から申請団体の指定する口座へ入金を行います。 

③交付が妥当と判断された事業について、市が補助金交付

決定を行います。(交付決定通知書の送付) 

⑥事業の履行（積立の状況）を市が確認、額の確定を通知します。 

(確定通知書の送付) 

⑤事業が完了したときは速やかに、市へ実績報告書の提

出を行います。 

⑦確定された金額を市へ請求します。 

④交付決定を受けた申請団体は事業開始が可能になります。 

 



12 

 

基金積立事業の申請から補助金振込みまでの流れは、下図のとおりです。 

 ※色付で記載されている部分が、申請団体が行う手続になります。 

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定 

実績報告書の提出 

額の確定 

補助金の入金 

概算払請求書 
の提出 

審査 

申請書の提出 ①申請団体から市へ補助金申請書を提出します。 

②提案された事業について、市で審査を行いま

す。 

⑤市から申請団体の指定する口座へ入金を行います。 

※積立初年度は、入金後に積立用通帳を作成してください。 

③交付が妥当と判断された事業について、市が補助金交付

決定を行います。(交付決定通知書の送付) 

⑦事業の履行を市が確認、額の確定を通知します。 

(確定通知書の送付) 

⑥積立が完了したときは速やかに、市へ実績報告書の提

出を行います。 

④決定された金額を市へ概算払請求します。 
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基金活用事業を実施した場合の流れは、下図のとおりです。 

 ※色付で記載されている部分が、申請団体が行う手続になります。 

 

                                     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基金活用事業 

実績報告書の提出 

審査 

事業実施 ①事業を実施します。 

※補助対象経費について、ご不明な点がありましたら、実施前

にご相談ください。 

④実施した事業について、市が、適正に履行されていたか

審査を行い、結果を通知します。 

③事業が完了したときは速やかに、市へ基金活用事業実績報

告書の提出を行います。 

基金の取崩し ②基金積立事業が完了した場合は、積立通帳についても、 

 廃止の手続をお願いいたします。 


